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会 議 次 第 別紙のとおり 



資 料 

・次第 

・【協議案件１】「（仮称）足立区認知症とともにいつまでもこのまち 

で条例（案）」へのパブリックコメントの反映について 

・【資料１】（仮称）足立区認知症とともにいつまでもこのまちで条（案） 

・【資料２】提出された意見及び区の考え方（案） 

・【協議案件２】認知症サポーターステップアップ講座について 

・【資料３】足立区版チームオレンジ手引き（案） 

・【報告案件１】令和７年度認知症月間の取組について 

・【資料４】認知症に関するパネル展示内容 

・【報告案件２】令和７年度認知症サポーター拡大に向けた取組について 

・【資料５】認知症サポーター養成講座 アンケート内容 

・【資料６】認知症サポーター養成講座 アンケート結果 

・【席上配布資料】足立区の認知症への取組み体系図 

そ の 他 
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○事務局 それでは定刻となりましたの

で、ただいまから令和７年度足立区地域

包括ケアシステム推進会議第２回認知症

施策推進部会を開催いたします。 

 本日はお忙しい中、ご参加いただき誠

にありがとうございます。 

 本日の司会は、高齢者地域包括ケア推

進課はつらつ高齢者支援係の小野塚が担

当させていただきます。よろしくお願い

いたします。 

 なお、本日は区職員のほかに足立区認

知症地域支援推進員４名が傍聴させてい

ただきますので、併せてよろしくお願い

いたします。 

 次に、本日の資料の確認をさせていた

だきます。お手元にご用意をお願いいた

します。 

 まず１に、「次第」。次に、協議案件１

「『（仮称）足立区認知症とともにいつま

でもこのまちで条例（案）』へのパブリッ

クコメントの反映について」になります。

そして次が、資料１「（仮称）足立区認知

症とともにいつまでもこのまちで条例

（案）」になります。次に、資料２「提出

された意見及び区の考え方（案）」でござ

います。次に、協議案件２「認知症サポー

ターステップアップ講座について」でご

ざいます。次に、カラーでコピーされて

おります資料３「足立区版チームオレン

ジ手引き（案）」になります。次に、報告

案件１「令和７年度認知症月間の取組に

ついて」でございます。次が、資料４「認

知症に関するパネル展示内容」になりま

す。次に、報告案件２「令和７年度認知症

サポーター拡大に向けた取組について」

でございます。次が、資料５「認知症サポ

ーター養成講座 アンケート内容」にな

ります。続きまして、資料６「認知症サポ

ーター養成講座 アンケート結果」でご

ざいます。最後に、令和４年度第１回認

知症ケア推進部会の資料として、「足立

区の認知症への取組み体系図」でござい

ます。 

 以上でございます。不足等がございま

したら挙手をお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の会議は、足立区地域

包括ケアシステム推進会議認知症施策推

進部会設置要綱第６条に基づき、過半数

の委員が出席しておりますので、成立い

たしますことをご報告いたします。 

 皆様からの活発なご意見、ご質問を頂

くため、迅速な会議進行にご協力いただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

 なお、この会議の会議録は公開するこ

ととなっております。記録の関係上、ご

発言の前には、お名前をお願いいたしま

す。 

 それでは初めに、粟田部会長から開会

のご挨拶をお願いいたします。 

○粟田部会長 粟田でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 挨拶ということで、手短に一つ情報を

共有ということで。実は昨日、社会保障

審議会の介護保険部会で、２０４０年に

向けて地域包括ケアシステムをどうやっ

て進化させていくかというテーマで議論

をしたのですが、全国の地域包括支援セ

ンターで行われている地域ケア会議の中

で、地域ケア会議には個別会議と推進会

議という２つの種類の会議があるのです

が、この個別会議の中で最も高頻度にテ

ーマに上がっているのが認知症であると。

２番目が独居高齢者である。それから、
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４番目あたりに身寄りのない高齢者とい

うテーマが上がっているということでご

ざいました。 

 認知症のテーマと独居高齢者のテーマ

が、これからの地域包括ケアシステムの

在り方のかなり中核的なテーマになるだ

ろうということでございました。 

 ちなみに、個別会議と推進会議とある

のですけれども、推進会議のテーマの 

１位は地域づくり、環境づくりなのです

が、個別会議と推進会議をちゃんと連動

させて行えているかという質問に対して

「行えている」と答えたのが２５％ぐら

いしかなくて、７５％ぐらいがバラバラ

だということで、これは大変重大な問題

ではなかろうかという指摘などもされた

ところでございます。 

 この部会は、足立区地域包括ケアシス

テム推進会議の中の部会でございますの

で、ぜひ、こういった会議の中身を本会

につなげていただければと思います。 

 私からの挨拶は以上でございます。 

○事務局 粟田部会長、ありがとうござ

いました。 

 それでは、議事に入らせていただきま

す。 

 議事進行を粟田部会長、よろしくお願

いいたします。 

○粟田部会長 それでは、次第２、協議

案件（１）の「（仮称）足立区認知症とと

もにいつまでもこのまちで条例（案）」へ

のパブリックコメントの反映について」

事務局から、説明をお願いいたします。 

○認知症施策推進担当 認知症施策推進

担当の佃でございます。協議案件１につ

いて報告いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

 足立区において地域共生社会を目指し、

総合的かつ計画的に認知症施策を推進す

るための条例制定に当たり、区民の皆様

から広く意見を聴取するためパブリック

コメントを実施しました。ついては、寄

せられた意見に対する区の考え方につい

て、検討をお願いしたいと思います。 

 項番１「条例案」でございます。資料１

の方に準備をいたしましたが、パブリッ

クコメントが始まる前に委員の皆様方に

はメールでお知らせさせていただきまし

た。第１回の部会でいろいろご意見を頂

きまして、そのときからタイトルと前回

は前文は特に用意していなかったと思う

のですが、前文の方を載せさせていただ

いたということと、目的や基本理念、区

の責務等について整理して、この形でパ

ブリックコメントを募集しました。 

 項番２、パブリックコメントの実施結

果についてでございます。期間につきま

しては先ほどもお伝えしたとおり、令和

７年９月１日から９月３０日までの１か

月間募集をいたしました。パブリックコ

メント実施の周知方法についてですが、

８月２５日のあだち広報、Ａメール、Ｘ、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、区のホームページ、

令和７年度第１回足立区地域保健福祉推

進協議会への報告、こちらの認知症部会

の委員の皆様への個別通知、地域包括支

援センター長へも個別通知でお知らせさ

せていただきました。また、支援センタ

ーの連絡会でも周知をいたしております。

さらに、高齢者虐待防止ネットワーク連

絡会が９月４日に開催されましたので、

そちらでもパブリックコメントを実施す

るということを周知いたしました。 

 項番３「提出された意見及び区の考え

方」です。こちらは資料２をご覧いただ

きたいと思います。頂いた意見を３点に
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まとめております。意見の１番目です。

「軽度認知障害（ＭＣＩ）の段階から支

えられる仕組みづくりだけではなく支援

する人材のあり方も大切と考える」とい

うご意見を頂きました。 

 これに対する区の考え方の案でござい

ます。「軽度認知症障害の人を支える仕

組みづくりには、支援に関わる人材を育

てることも欠かせないと考えております。

まずは、『認知症サポーター（※）養成講

座』などにおいて、軽度認知障害につい

て触れるなど、軽度認知障害を多くの方

に知っていただけるよう啓発に努めなが

ら、軽度認知症障害の人を支える仕組み

づくり、地域づくりを進めてまいります。」

本日時点での区の意見として、このよう

にまとめております。認知症サポーター

の解説については、米印に書いてあると

おりです。 

 意見の２番目になります。「認知症当

事者と接する場がより一層あるとよい。

また認知症以外でも様々な障がいを持つ

方の声を聴く場が必要と考える」という

ご意見を頂きました。 

 これに対する区の考え方の案です。「現

在区では『認知症カフェ』（※）を地域包

括支援センターなど、区内３６箇所で実

施し、認知症の人と地域の人とが交流す

る場を設けております。今後は、認知症

カフェをより多くの方に知っていただけ

るよう周知に努めてまいります。また、

認知症以外の様々な障がいを持つ方の声

を聴き、施策に反映していくことも重要

であると認識しております。現在も様々

な場面において、障害者団体の皆様にご

意見をお伺いし、施策等に反映できるよ

う努めておりますが、今後も障がいを持

つ方の声を聞く場を設け、ご意見を伺っ

てまいります。」 

 認知症カフェの説明については米印の

とおりです。 

 裏面の方をお願いいたします。頂いた

ご意見の３番です。実はかなり長文でご

意見を頂きまして、大きく３点で頂いた

意見を整理いたしました。 

 まず、（１）です。「古い認知症観を捨

て、新しい視点に基づいた意識変革を行

うべきである」。古い認知症観と新しい

視点、新しい視点は新しい認知症観のこ

とを指していると考えておりますので、

※１、※２で説明させていただいていま

す。 

 これに対する、区の考え方です。こち

らの方は、条文案と照らし合わせながら

ご覧いただければと思いますが、条文案

第３条の（２）で、「『認知症に対する正

しい知識と理解を深める』という基本理

念に基づき、新しい認知症観の周知を図

る施策を構築してまいります。」 

 頂いた意見の（２）になります。「行動

心理症状（ＢＰＳＤ）を『言葉にならない

ＳＯＳ』として捉え、科学的根拠に基づ

いたケアで対応すべきである」というご

意見を頂きました。 

 これに対しましては、第３条（４）「『良

質かつ適切な医療サービスの提供』に対

する具体的な施策として、行動心理症状

（ＢＰＳＤ）に働きかける『認知症ケア

プログラム事業』を推進してまいります。」 

 認知症ケアプログラム事業は、米印で

解説をいたしております。主にＢＰＳＤ

と呼ばれる徘徊や興奮、問題行動に対し

て「見える化」するオンラインシステム

を活用してケアの一本化をしてサポート

するプログラムで、東京都の事業になり

ますが、足立区は平成２７年のモデル事
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業の段階からこちらの方を取り入れて、

毎年研修をしているプログラムになりま

す。 

 頂いた意見の（３）です。「認知症基本

法の理想と現状の制度・社会のあり方に

は隔たりがあり、社会全体で変革が必要

である」というご意見を頂きました。 

 これに対しましては、第３条（５）「『教

育・雇用・保健・医療・福祉・地域づくり

その他の各関連分野における総合的な取

組』を進めるための具体的な施策を構築

し、認知症基本法に掲げる理念の普及や

社会全体で認知症や認知症の人の正しい

理解の促進に努めてまいります。」 

 以上、現時点で区の考え方をまとめま

した。 

 項番４の「今後の方針」のところもご

報告させていただきます。 

 （１）１１月に足立区の厚生委員会が

ございまして、そこで報告後パブリック

コメント実施結果及び意見に対する区の

考え方を区ホームページで公表する予定

でございます。 

 （２）令和８年２月に開催する令和８

年第１回定例会へ条例制定の議案を提出

する予定になっております。 

 報告は以上でございます。よろしくお

願いいたします。 

○粟田部会長 ありがとうございました。

ただいまのご説明につきまして、ご質問

等ございましたらご発言いただければと

思います。いかがでしょうか。 

 どうぞ、白川委員。 

○白川委員 日本大学の白川です。 

 最終的にはお任せしたいと思うのです

が、中身というよりは、１、２、３とあっ

て、３のところは、そういうご意見はこ

の条例にしっかり入っていますよという

ことを明示いただいているのですが、１

と２については、こういうことをやって

いますという説明で終わっているかなと

いうことで、こういうことが必要なので

はないかというご意見を頂いていますの

で、パッと見たところ、例えば人材のあ

り方とかということであれば４条の３号

で書いておりますので、具体的にはこう

いうことを進めてまいりますとか、あと

２で、当事者と接する場がということで

認知症カフェを書いていただいています

が、これは４条の４号に該当しています

といった、該当する条文があると思いま

すので、頂いたことはしっかり条文でフ

ォローできていますよということを書い

ていただくと、ご意見を頂いた方にもよ

り納得していただけるのかなというふう

に思いますので、参考意見ということで

申し上げたいと思います。以上です。 

○認知症施策推進担当 ありがとうござ

います。 

○粟田部会長 条例に対する意見ですか

ら、条例にどういうふうにして反映され

ているか、そういった回答が必要ですね。

ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 前回のこの委員会で、白川委員からの

意見だと思いますが、基本法ができてい

るので基本法との整合性をきちんと整理

しないといけないということだったと思

いますが、これは私も読ませていただき

ましたが、その点はかなり整理していた

だいたかなと思います。 

 この点、白川委員、いかがでしょうか。

基本法との関係というところから見て。 

○白川委員 日本大学の白川です。 

 しっかり整理していただいて、前回は

たしか条文の中に「共生」みたいな言葉
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がちょっと見当たらないなという話もし

たのですが、目的のところにしっかり書

いていただいているので、各条文を解釈

するときに目的にある「共生」というの

は当然含んだ上でそれぞれを解釈してい

くということになろうかと思います。そ

ういった意味ではきちんと整理されてい

るのかなと個人的には考えております。

以上です。 

○粟田部会長 ありがとうございます。

確かに、第１条に書かれていることは、

基本法の第１条に書かれている「共生社

会」の定義と一致した文言を使われてお

りますので、そういうことが共通の目的

なんだなということが分かるようになっ

ているかと思います。 

 その他にはいかがでしょうか、何かご

ざいますでしょうか。 

 パブリックコメントは３人の方からコ

メントを頂いたということで、それ以上

はなかったということですね。 

○認知症施策推進担当 はい。 

○粟田部会長 分かりました。 

 よろしいでしょうか。 

 非常に明確な条例だと思います。基本

理念があって、そしてそれに沿って第４

条に８項目の区の責務ということで、８

項目のことをこれから区としてやってい

くということが具体的な施策、あるいは

認知症施策推進計画、そこに反映させて

いくということだと思います。ありがと

うございました。 

 では、よろしいでしょうか。 

 では、次の議題に進みたいと思います。

協議案件２ということで「認知症サポー

ターステップアップ講座について」です。

事務局から説明をお願いいたします。 

○認知症施策推進担当 認知症施策推進

担当の佃から、説明させていただきます。

協議案件２、資料３の説明の前に、一番

最後につけさせていただきました机上配

付の資料で、「足立区の認知症への取組

み体系図」の１枚、先にこちらから説明

させていただきたいと思います。 

 こちらの取組体系図につきましては、

左上にも書いてあるとおり、令和４年度

の認知症ケア推進部会、実は令和５年ま

では、この認知症施策推進部会は「ケア

推進部会」という名称でありましたので

当時の名前を使っております。令和５年

１月１６日に実施した部会で、こちらの

体系図を審議させていただいたものでご

ざいます。 

 当時から変わっているところもありま

して、先にそこを説明させていただこう

と思います。３列あるうちの一番左側、

一番下の白い「認知症発見のプロセス」

の箱が２つありますがその下の方に「あ

たまの健康度測定」とあります。こちら

の方は今年度から「あだちオレンジチェ

ック」という名称に変更になっておりま

す。 

 また、同じ列の４つぐらい上にも「認

知症への理解促進・啓発」のカテゴリー

に「あたまの健康度測定」とございます

が、こちらも「あだちオレンジチェック」

になっております。 

 また、真ん中の列に「支える仕組み」と

いうカテゴリーがございまして、そこの

「若年性認知症の 本人・家族の会」の

下に「認知症高齢者家族やすらぎ支援員」

という制度がございましたが、昨年度の

部会でも委員の皆様方のご意見を伺いな

がら、令和６年度末で終了になっている

事業でございます。 

 あとは名称等が変わっているところは
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ございませんが、この後、チームオレン

ジのご報告に入るに当たりまして、こち

らの真ん中の「支える仕組み」のところ

に「認知症サポーター養成講座」がござ

います。 

 ここからさらにステップアップするよ

うな講座を実施して、チームオレンジを

つくっていこうという流れで考えている

ところです。 

 ですので、昨年度までやっていました

一番右の列の「認知症サポーターフォロ

ーアップ講座」については「ステップア

ップ講座」の方に変更していくというこ

とも今考えているところですけれども、

本来やっていた「フォローアップ講座」

をどうするかというところは、区として

の考え方がまだ整理できていない状況で

はございます。 

 今回、この体系図、チームオレンジの

説明には、やはり全体の施策の体系がど

ういうふうになっているかというところ

もお示ししなければということで、だい

ぶ変わってきておりますので、ブラッシ

ュアップも試みてみましたが、皆様に諮

るまでになかなか整理し切れないところ

もあります。 

 ただ、今後こちらの体系図については

条例や計画の動きもありますので、そち

らに合わせてブラッシュアップしていき

たいとは考えておりますが、現状はこう

ですというところになります。 

 ひとまず現在の体系図を見ながら、協

議案件２「認知症サポーターステップア

ップ講座について」資料を説明させてい

ただきます。 

 チームオレンジを推進していくため、

令和８年度以降の認知症サポーターステ

ップアップ講座についての検討をお願い

したいと思います。 

 現状につきましては、前回、第１回に

も報告いたしましたが、６月に認知症サ

ポーターステップアップ講座を実施し、

８月末に１チーム、チームオレンジとし

て活動をするという意思表示を頂きまし

て、１チーム登録できた状況でございま

す。 

 項番２「講座の概要」です。次年度に向

けて準備をしていく中で以下のことを考

えておりますので、ご意見を頂きたいと

考えております。 

 （１）「目的」。認知症サポーターを対

象に、チームオレンジの具体的な活動内

容や認知症の方へのより実践的な対応方

法について学ぶことを目的に考えており

ます。（２）「開催回数と時期」です。年

２回。令和８年は、７月、１１月あたりに

実施したいと考えております。（３）「カ

リキュラム（案）」です。細かいところに

なりますが、前回の部会での意見を受け

てぜひ入れたいと考えているのが星印を

付けている「認知症の人との関わり方」

です。前回、６月に実施したときの感想

でも、認知症の人にどういうふうに対応

したらいいのかというところをもっと学

びたいという感想も多く頂いていました

ので、そちらの方は、ぜひ入れていきた

いと考えております。 

 また、星印の２番目、「認定されたチー

ムからの活動報告」ということで、やは

り実際にチームオレンジとして登録して

日々活動している方から意見、メッセー

ジを頂くことが大事かなというところで、

こういうことを入れたいと考えておりま

す。 

 また、その上に「手引き使用」という記

載があり、資料３に準備しております「足
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立区版チームオレンジ手引き（案）」です。

こちらは、区民の方向けにチームオレン

ジを説明するときに使うということと、

ホームページでも、こういうチームオレ

ンジを足立区では普及していきたいとい

うことを伝えていくことを考えておりま

すので、そちらにも掲載していくことを

想定しております。 

 ページを開けていただいて３ページに、

「足立区版チームオレンジの概要」とし

て、チームオレンジの目的などを掲げて

おります。チームオレンジとは、地域の

認知症サポーターなどがチームを組み、

認知症の本人やその家族の支援ニーズに

合った具体的な支援につなげる仕組みの

ことを言います。足立区では、認知症に

なってからも希望を持って自分らしく暮

らし続けることができる社会・地域づく

りを目指すため、区内にチームオレンジ

を設置します。認知症サポーターは、チ

ームオレンジにおいて、認知症の人のや

りたいこと・やってみたいことを実現す

るための中心的な役割が期待されていま

す。 

 前回まで四角いＡ４版の概要をお示し

してきましたが、そちらを手引きに落と

しているところをつくりました。（２）で

「活動の具体例」としましては、交流の

場の運営とか、関係機関との情報共有、

移動についてお手伝いするような活動を

していただければということで、例を挙

げております。 

 ４ページ目に「足立区チームオレンジ

の３つの基本」を整理いたしました。こ

ちらも、前回までＡ４の足立区チームオ

レンジの概要で示してきた３つの基本を

こちらで掲載しております。 

 （４）「チームオレンジのメンバー」で

す。チームオレンジの構成メンバーには、

認知症サポーター、認知症のご本人、ご

本人の家族、また地域包括支援センター

の職員の方ということで、やはり今後、

認知症の方と地域をつなぐ役割が、地域

包括支援センターの職員であったり、認

知症地域支援推進員に取っていただく役

割が多くなるというふうには考えており

ますので、こちらにメンバーとして掲載

をしております。 

 ５ページ目は「チームオレンジの登録」

についてです。認知症サポーター養成講

座を受講していただいて、ステップアッ

プ講座を受講して、チームオレンジの登

録をするということです。そのため、認

知症サポーターステップアップ講座とい

うところが、チームオレンジを形成して

いく上で非常に大事な講座になると考え

ております。 

 次のページからは、活動報告、申請書

等必要な書類をまとめたものですので、

またご一読いただいて何かご意見等、お

気づきの点がありましたらご教示いただ

けたらと考えております。 

 私からの報告は以上になります。よろ

しくお願いいたします。 

○粟田部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明につきまし

て、ご質問がございましたらご発言いた

だければと思います。どうでしょうか。 

 では、私から口火を切らせていただけ

ればと思います。今日せっかくこの足立

区の認知症の取組体系図、出していただ

きました。 

 これは説明がありましたように、令和

４年度につくられたものなので、これか

らは新しいものを設計するのだと思うの

ですが、これはスケジュール的には、認



8 

 

知症施策推進計画と合わせて新しい体系

図をつくるという感じでしょうかね。 

○認知症施策推進担当 そこも視野に入

れながらです。 

○粟田部会長 そうですよね。時期的に

は第１０期の介護保険事業計画をつくら

なくてはいけないので、多分それと合わ

せてという感じになりますかね。もちろ

ん微修正はしていくのでしょうが、最終

的な全体図はそのときにつくり上げてい

くと。そのときにはこの条例に合わせて

つくろうということだと思います。 

 皆さんから何かご質問、ございません

でしょうか。 

 協議案件ということなので、一応協議

をしなければいけないと思っているので

すが。羽田委員。 

○羽田委員 介護事業者連絡協議委員会

の羽田です。よろしくお願いします。 

 認知症の人や家族が共生できるという

ことを目標にしたチームオレンジについ

て、実際に見ながら、自分がこのチーム

をつくるとした場合に、どういう形でつ

くっていくのだろうなというのが手引き

を見てもなかなかイメージできないです

かね。 

 認知症の人を探して入りますというこ

とではないのでしょうけど、地域包括支

援センターがやるとしたら、事業所で自

分たちが、あるいはサポーター養成講座

を受けて「チームオレンジをやります」

と言ったときに、どういった形でつなが

っていくんだろうなというのがちょっと

イメージができなくて、質問です。 

○粟田部会長 どうでしょうか。 

○認知症施策推進担当 チームオレンジ

のつくり方としては何パターンかありま

すけれども、例えば既存の自主グループ

であったり交流の場であったり、あとは

認知症カフェで集まっている方たちでチ

ームを組んで、学んで、チームオレンジ

になるというやり方もあれば、全くそう

いうグループではなくて、認知症サポー

ター養成講座を受けて何かやりたいとい

うことで、同じ趣旨の方が集まってチー

ムをつくってチームを登録するというや

り方と、よくあるのがその２パターンと

いうふうに認識しています。 

 今、足立区で始めようとしているのは、

既存のグループで、もう既に認知症の方

をグループに入れてその方を、例えば「迷

子になっちゃうので一緒に帰ろう」とか、

「一緒に体操しよう」とか、そういう既

存のグループで、もう既にそういう方々

が入って活動している方々がいらっしゃ

るので、どうしてもそこをイメージした

手引きになっているというところではあ

ります。 

○粟田部会長 チームオレンジで登録す

ると、そのチームには何かいいことがあ

るのですか。 

○認知症施策推進担当 現時点では、認

知症の方と一緒にやるこういうチームが

ありますということをホームページに掲

載する予定です。それを見て出会ったり、

包括で個別のケースで、どこかグループ

に入れた方がいいのではないかという方

とマッチングと言いますか、引き合わせ

たり、自力でご家族の方とかが見てそう

いうグループにということもできないか

なというふうには考えていますが、そこ

までまだ手引きに反映できていない状況

です。 

 あと今後活動に際しての何か支援も必

要ではないかという検討をしております

が、まだ決まっていない状況です。 
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○粟田部会長 分かりました。 

 内山委員、どうぞ。 

○内山委員 足立区医師会の内山です。 

 チームオレンジと医療機関との関わり

が非常に重要だと私たち医師会のメンバ

ーも思います。ただ、１個１個の個別の

医療機関が関わってくるのか、あるいは

地域の何らかの形でネットワークになり、

医療機関側のネットワークみたいなもの

を期待しているのか、その辺のところ、

どういう方向にしていくのかが重要だと

思います。 

 特に、認知症の方はみんな高齢ですの

で、認知症であるということで診療を受

けるということもあるだろうし、体の病

気を３つくらいは持っている方が結構多

いのだと思うのです。そういった方々を

どういう形で、どう適切なところにつな

げていけるかというようなこともできれ

ば、チームオレンジのこと、ある程度の

情報を持ってやっていただければいいな

と考えておりますが、いかがでしょうか。 

○認知症施策推進担当 貴重なご意見を

ありがとうございます。 

 チームごとに医療機関の方、先生方に

関わってもらうというのはなかなか厳し

いとは思うのですが、今後、地域包括支

援センターや、認知症地域支援推進員に

関わっていただくような形になっていく

と思いますので、そこで医療機関にうま

くつなげられるようにとか、その辺りの

スキームは今後固めていく上でイメージ

をつくっていけたらと思います。 

○内山委員 分かりました。では、今の

ところは包括が間に入ってつなげていく

ような体制をつくるということでよろし

いでしょうか。 

○認知症施策推進担当 はい。 

○粟田部会長 いかがでしょうか。 

 これは、区市町村なので医療の話は余

り出てこないのですが、実は医療におい

ても診断後支援というものをきちんと制

度化しようかという話が出ております。 

 認知症疾患医療センターの方は診断後

支援というものがちゃんと実施要綱の中

に、必須業務として入っているので、診

断をしたら、その人に合った必要な支援

をちゃんとコーディネーションしようと

いうもので、こういったチームオレンジ

の活動などは医療との連携という意味で

は大変重要になってくると。 

 まだ一般の医療機関にはないのですが、

先々、一般の医療機関でもそういうこと

を考えていく必要があるかなということ

の議論が始まっていることになりますの

で、認知症の方の診断後支援ということ

で、こういったものが使えるようになる

と、医療機関には当事者は山ほどいます

から、そこにも使えるように発展してい

くということになるのかなと思います。 

 ほかにはいかがでしょうか。何かござ

いますでしょうか。このような話、谷委

員、何かございますか。認知症疾患医療

センターの話をしてしまいましたが。 

○谷委員 私たちは、もともと診断後支

援とかをやっているのですが、こういう

チームをつくっていただいた方との、ず

っと議論になっていますが、つながりと

いうか、どうやってつながっていくかと

いうのはすごい考えなければいけない問

題です。 

 それと仕事ではないので、サポートの

人たちがいつ動けるかというのをどこま

でこちらが把握すべきで、向こうが言わ

なきゃいけないのかというところに若干

の緊張感が生まれてしまうのかなという
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ふうにも思いますし、実際ホームページ

に載せるという以外の、もちろんボラン

ティアであると思うんですけれども、も

う少し報酬としてやりがいがあるといい

のかなというふうに、どうしても思って

しまうというか、そういうところはござ

います。 

 やはりスケジューリングが一番難しい

のかなというふうに、特に一番最後の移

動支援ですね。情報共有とかは全然いい

のですが、移動支援とか徘徊支援とかに

対しての人と時間の確保というのを現実

的に考えると、なかなか容易ではないの

かなというふうにと感じてしまいます。 

 でも、やはり最初からそういうことを

考えれば、どんどん削られていってしま

うので、やはりこうやって掲げた上で、

一生懸命にみんなで考えていくというの

は、そうせざるを得ないと思うし、何か

形ができればいいなとは思っています。 

○粟田部会長 ありがとうございます。 

○半貫室長 今のお話で、報酬まではな

かなか難しいところがあるかなと、区で

も議論しています。 

 ただ、活動するに当たって、ではどこ

かの場所を借りて皆さんで集うのか。何

かそういう場所を借りたときの、例えば

部屋代の助けになるような何か支援とか、

そういったことだったらできるかなとい

うことで今考えております。そうすると、

活動の場所も、いつも決まったところだ

けではなくて、違うところにも広がりが

持てるのではないかと。 

 何かそういう辺りで、区の方で支援で

きないかと今、検討していまして、なる

べく早めに実現させたいなとは考えてお

るところです。また、いろいろご意見が

あったら教えていただきたいと思います。 

○谷委員 足立区はやはり場所の確保と

いうのが、疾患センターでもすごく難し

いので、ぜひその部分は考えていただけ

るとありがたいなと思っています。 

○認知症施策推進担当 ありがとうござ

います。 

○粟田部会長 ほかにはございますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 次は、報告案件ですが、（１）「令和７

年度認知症月間の取組について」事務局

から説明をお願いいたします。 

○認知症施策推進担当 認知症施策関係

の佃から、報告案件の（１）についてご説

明させていただきます。 

 令和７年度認知症月間の取組について

です。つい先日終わったばかりでござい

ますが、以下のとおり報告させていただ

きます。 

 項番１「目的」です。この認知症月間に

つきましては、早いうちから認知症につ

いて正しく知るとともに、区の認知症施

策の取組についての情報を得るきっかけ

づくりを行うということを目的に実施し

ました。 

 項番２「認知症に関するパネル展示」

です。（１）「展示場所・展示期間」。区

役所のアトリウムでは９月１０日から 

２４日まで展示をいたしました。イ．ア

リオ西新井、区内にある商業施設ですけ

れども、今年度も９月２０日、２１日の

土日でイベントを開催いたしました。 

 （２）「展示内容」です。こちらの方は、

資料４のカラー刷りの横面の資料を購入

させていただいていますが、今年度は新

しい認知症観のことを少しでも知ってい

ただけないかということで、アからカま

で書いてある内容で準備をいたしました。 

 認知症施策の歴史についても、少しイ
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メージが硬いところはありますが、やは

り痴呆と呼ばれていた時代から、今、法

律ができてというところは一回まとめて

出してみようということで、このような

パネルをつくりました。 

 また、新しい認知症観につきましても、

古い認知症観と新しい認知症観という対

比でこのようなパネルをつくりました。

裏面に、認知症本人へのインタビューと

いうことで、こちら、お２人の認知症の

方に、私も含め職員３人でインタビュー

を行ってまいりました。これについては

担当の包括支援センターさんで、本人ミ

ーティングに参加されている方たちにイ

ンタビューいたしました。 

 文字が小さくて恐縮ではありますけれ

どもまたお読みいただければと思います。

左側の、特にＡさんですが、この方は診

断されてからもう１０年近くになるので

すが、つい３年ほど前にシルバー人材セ

ンターの方に行って、何か自分にできる

仕事はないかということで、今、学校の

警備のお仕事を週に２、３回行っていま

す。その他、住区センターという、老人館

とかもあるのですが、スケジュール帳が

真っ黒になるくらい予定を入れて、本当

にこの方、認知症なのかしらと私も思っ

てしまうところではあったんですが、当

時よりは、場所とか地理にもだいぶ慣れ

て、１人で出歩いていてというところで、

とても貴重な話を伺ってきました。 

 薄い黄色で書いてありますが「認知症

になったことを隠す必要はない。かえっ

てその方が気が楽になる」とか、「認知症

になっても新たなことにチャレンジする

人になってもいいんじゃないか」とか、

こちら側が非常に学ばせていただく方で

した。 

 また、お隣のＢさんにつきましても、

Ａさんよりは少しおとなしめの方ではあ

ったのですが、やはり住区センターをう

まく活用されていまして、いろいろなと

ころに出て、ビリヤードのようなバンパ

ーというものがあるのですが、「それは

ルールが最初はよく分からなかったけれ

ども、みんなが受け入れてくれたのが非

常に嬉しかった」ということで、今も行

ってらっしゃいます。 

 残念なことにこのＢさん、つい最近も

地域包括支援センターから連絡を取って

いただいてインタビューのことを確認し

たのですが、「あ、インタビュー受けまし

たっけ？」というような感じでした。た

だ、本人ミーティングにはきちんといら

っしゃっているというところで、こうい

う方たちのインタビューをして、せっか

く学んだ、教えていただいたことをどん

どん広げていきたいというふうには考え

させられた事例でした。 

 報告の資料の方に戻ります。 

 項番３「イベント」です。今年度もアリ

オ西新井さんの場所をお借りしまして、

２日間イベントを行いました。内容は、

ＶＲによる体験です。これは３年目にな

りますけれども、ＶＲ体験と「あだち脳

活ラボ」登録を勧めるための、ちょっと

楽しんでいただけるような抽選会を実施

いたしました。ＶＲ体験につきましては、

参加人数は以下のとおりになります。 

１２０人が最大の枠ですが、２日間とも

最大人数で体験していただくことができ

ました。 

 また、「あだち脳活ラボ」につきまして

も、実はもう今年度の３月末から「あだ

ち脳活ラボ」という認知症予防・介護予

防のコンテンツにはなりますが、だいぶ
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広まってまいりました。今回も新規登録

が２日間合わせて１７８人ということで

した。 

 項番４「認知症サポーター養成講座の

ＰＲ」ということで、ホームページの方

に企業２社の認知症サポーター養成講座、

取り組んだことを展示いたしました。具

体的には、足立成和信用金庫さんの新人

研修、毎年やっておりますので、そちら

で実施したこと。 

 あと今年度、実はイオンリテールさん

が竹の塚で新たにオープンしたのですが、

そちらで、お店が始まってしまうと職員

を集められないので、始まる前に認サポ

を受けさせたいということで、２００人

弱の方に認サポを受けていただいたとき

の記事を掲載いたしました。 

 また、９月中に認知症サポーター養成

講座を受けていただいた方にエコバッグ

をプレゼントしますという取組をしまし

て、６２２枚お配りすることができまし

た。 

 項番５「情報発信」です。（１）区のホ

ームページに特設ページを開設いたしま

した。（２）Ａメール、Ｘ、Ｆａｃｅｂｏ

ｏｋ、ＬＩＮＥなどＳＮＳで月間の情報

発信を実施しました。（３）認知症月間の

ポスターやリーフレット、啓発三角ポッ

プなどを区内の関係機関や医療機関、い

ろいろなところに配布いたしました。こ

れにつきましては足立区医師会の皆様、

歯科医師会の皆様、薬剤師会の方にご協

力いただきました。ありがとうございま

した。 

 項番６「認知症施策デジタルアンケー

ト結果」になります。今回で３年目にな

ります。１,４７０人の方にご回答いただ

きました。「アンケート参加者の年代」に

つきましては、一応年代別で書いたとこ

ろですが、５０代までの方たちが４割と

いう結果でございました。 

 次に、（２）「認知症に対するイメージ」

です。ここから先のアンケートにつきま

しては、粟田部会長にもご指導いただい

たアンケート項目を今年度は取り入れさ

せていただきました。 

 「認知症になったら何も分からなくな

ると思いますか？」につきましては、「思

う」「どちらかというと思う」という方が

４割です。「思わない」「どちらかという

と思わない」という方が６割という結果

になりました。 

 次のページに、「認知症になったら何

もできなくなると思いますか？」という

問いに対しては、「何もできなくなると

思う」「どちらかというと思う」という方

が大体３５％ぐらいかと思いますが、「ど

ちらかというと思わない」「思わない」と

いう方の方が多い結果になりました。 

 次の設問です。「足立区では、地域生活

の様々な場面において、認知症の人の意

思が尊重されていると思いますか？」に

ついてですが、「思う」「どちらかという

と思う」という方が５割程度いらっしゃ

いました。 

 次の質問で、「足立区では認知症の人

は自分らしく暮らせると思いますか？」

についてですが、「思う」「どちらかとい

うと思う」という方が、多分これは５０％

超えていると思うのですが、半数以上の

方からご回答を頂きました。 

 この結果につきましては、速報という

形でございます。まだこの結果、どうい

うふうに分析するかというところは今後

になりますが、項番７「今後の方針」でも

書かせていただいていますが、認知症施
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策デジタルアンケートで集計した「認知

症に対するイメージ」について分析を進

めるとともに、認知症月間における普及

啓発としてどのような情報発信が必要か

検討して、次年度以降の認知症月間等、

啓発の取組を考えていきたいと考えてお

ります。 

 報告は以上になります。 

○粟田部会長 ありがとうございました。 

 では、ただいまの報告につきまして、

ご質問がございましたらご発言いただけ

ればと思います。いかがでしょうか。 

○谷委員 疾患センターの谷でございま

す。後ろ２つの、「意志が尊重されている」

というのと、「自分らしく暮らせる」とい

う項目は、以前の２年間のアンケートの

項目には入っていなかったということで

すか。 

○認知症施策推進担当 そうです。こち

らの方は、過去２年間では取っていない

項目です。 

○谷委員 こちらのチェックのみで、ど

うしてそう思うかというところの中に記

載はないですね。 

○認知症施策推進担当 今回は、自由記

載は入れませんでしたので。 

○谷委員 ありがとうございます。ちょ

っとここら辺が、どのくらいの世代の人

がそうおっしゃっているのかを知りたい

ところですし、少しびっくりしたという

か。また、皆さんよくそういうことを感

じられているのだなと、やはりびっくり

したので、分析結果を楽しみにしていま

す。 

○認知症施策推進担当 年代と分析とい

うところまでは、今回申し訳ありません。 

○谷委員 大丈夫です。 

○認知症施策推進担当 次回に向けては、

谷先生のご意見を参考に分析をしたいと

思います。ありがとうございました。 

○粟田部会長 この項目ですが、理由を

ちょっと説明いたしますと、実は認知症

施策推進基本計画で、ＫＰＩというのを

評価するということになっていて、この

ＫＰＩは、共生社会の実現が推進されて

いるかということがアウトカムでしてい

るわけです。それを見るために、プロセ

ス指標とアウトプット指標とアウトカム

指標という３段階の指標がつくられてい

ます。 

 プロセス指標とアウトプット指標とい

うのは、いろいろな事業がちゃんと行わ

れているかみたいな感じのもので、割と

測定しやすいのですが、アウトカム指標

が非常に難しくて、このアウトカム指標

の中に、国民の意識というのと、認知症

の本人がどう思っているかという、それ

をちゃんと聞こうということになってい

ます。 

 では、具体的にどう聞くかとか、どう

いう調査デザインをするかということを

実は今年、老人保健健康増進等事業を検

討しているところです。ちなみに、座長

を私がやっているのですが。 

 それで、まだ決まっていないのですが、

国民に聞く項目の中に、１つは認知症の

人の理解というのがあって、すなわち、

これは新しい認知症観がどのくらい広が

っているかということがあります。 

 それからもう一つは、これは認知症の

本人と国民の両方に聞く項目なのですが、

「認知症の本人の意思が尊重されている

か」ということと、「自分らしく暮らせて

いるか」という項目があるので、これは

そういうふうな文言があったのでそのま

ま質問項目にしてしまったのですが、そ
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れでいいのかという議論は全くしていな

いのですが、取りあえずそれで聞いてみ

ようということで、足立区で先行的にや

ってもらったということでございます。 

 大変面白い結果だなと思っているので

すが、この後、職員向けのサポーター養

成講座を受けた方は同じ質問ですか。 

○認知症施策推進担当 同じ質問でやっ

ています。 

○粟田部会長 それを比較すると何か面

白いなと思って見させていただきました。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 今の話の続きですが、大雑把に見ると

足立区の場合は、全部が半々という感じ

ですよね。五分五分という感じなので、

なかなか面白いなと思っています。こん

な感じになるんだなと。どういう方たち

がこう考えているのかは、さっき谷委員

がおっしゃったように非常に興味深い。 

○認知症施策推進担当 年代は、ぜひや

ってみたいと思います。 

○谷委員 何か子世代、孫世代、本人世

代で分けると、幾らか違うんだろうなと

いう感じがありますね。 

○粟田部会長 そうですね。 

 何かございますでしょうか。 

 こちらは認知症の本人インタビューも

大変すばらしいなと思っています。 

○認知症施策推進担当 ありがとうござ

います。 

○粟田部会長 読ませてもらいましたけ

れども、Ａさんは、シルバー人材センタ

ーでされたということです。シルバー人

材センターと、この認知症の保健福祉領

域は、ちゃんとリンクしていくというこ

とが重要ではないかという議論です。い

くつかの自治体を知っているのですが、

分野が違うのでなかなかつながらないん

ですよね。 

 シルバーセンターの方は、認知症の人

で、うちなんか結構いますよということ

で、どうしていいか我々は分かりません

で終わってしまって、認知症の方をやっ

ている人たちは、それこそ、就労支援と

か社会参加とか言っているのだけど、シ

ルバーセンターのことが頭になかったり

するので、このシルバー人材センターと

認知症施策を検討している部門が、ちゃ

んと情報共有して一緒に、共生社会の実

現に向けて話合いができるような場をつ

くるとよろしいのではないかと思ってい

ます。 

○認知症施策推進担当 ありがとうござ

います。 

○粟田部会長 はい、どうぞ。 

○羽田委員 羽田です。現場の状況、中

身がどうというところではないのですが、

地域の現場感では、高齢者に訪問看護が

行っているのですけれど、配偶者の方が、

７０、８０歳でも今普通にというか就労

はされていて、意思決定の場面の状況に

私たちは立ち会うことが多いので、そう

いったときに、年齢相応の、物忘れなの

かな、でもやっぱりちょっとご家族も問

題あるかもしれないなというふうなこと

をこちらも感じながら、でも、仕事をさ

れているというのがあります。 

 先生がおっしゃったように、そういう

高齢者向けのとかいろいろありますが、

一般企業でも働いている方が結構いると

いうのが最近の実情として感じているの

で、そういったお勤め先、一般の部分で

も、何か情報がもし現場でも知れると、

金銭的に困窮しているおうちが結構多く

て、お仕事を探されていたりとか、生活

の糧を何とか介護しながらやられている
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方が多いので、そういった情報も分かる

とありがたいなと思ったりしています。 

○粟田部会長 ありがとうございます。

貴重なご意見ですね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 今日も認知症地域支援推進員の方がい

るので、最後に少し時間を取ってご意見

を聞こうかなと思っているのですが。 

 それでは、次に行きたいと思います。

次は、報告案件（２）「令和７年度認知症

サポーター拡大に向けた取組について」

事務局から説明をお願いします。 

○認知症施策推進担当 認知症施策推進

担当佃から。報告案件（２）「令和７年度

認知症サポーター拡大に向けた取組につ

いて」報告させていただきます。 

 認知症サポーター拡大に向けてはいろ

いろな企業に対して、区の職員に対して

というところを前回の部会でも報告いた

しましたが、区の職員に対しての認知症

サポーター養成講座を９月の認知症月間

に実施いたしましたので報告いたします。 

 項番１「日時」は令和７年９月４日、 

１０時から１１時３０分に実施いたしま

した。 

 項番２「場所」は、区役所の庁舎ホール

です。 

 項番３「受講人数」。申込人数は２００

人頂いたのですが、やはり当日、業務の

都合等ということで１５２人の参加にな

りました。 

 項番４「内容」です。（１）から（３）

までですが、認知症サポーター養成講座

の講義内容は共通のものがありますので、

それに沿ってというところではございま

すが、ＤＶＤの視聴を入れて実際にフロ

アとやり取りしながらサポーター養成講

座を実施いたしました。 

 項番５「講師」は、認知症地域支援推進

員５人で分担して実施をいたしました。 

 項番６「参加者のアンケート結果」で

ございます。その前に、アンケートは資

料５ということで、こちらのアンケート

をオンラインで、今年度、提出していた

だいたところですが、５番目、「認知症の

イメージが変わったか」というところと、

６番目の「認知症の人のイメージについ

てお伺いします」というところが今まで

とは違って、ちょっと切り込んでアンケ

ートを取ったことと、先ほど認知症月間

のところでも報告しました、粟田先生に

解説していただいた新たな質問項目をこ

のように含めて取った結果が資料６にな

ります。 

 年齢は、区の職員なので大体２０代、

３０代、４０代が多かったということに

なっております。どちらかというと、女

性職員の方に多く出ていただきました。 

 講座内容については、「認知症の方と

接したことはありますか」というところ

では、職種まで取れなかったのですが、

福祉事務所のケースワーカー歴のある職

員やご自身の家族で認知症の人がいたと

いうところが現れているというふうに思

っております。 

 次の５番、認知症サポーター養成講座

受講後の認知症のイメージについてです。

こちらが、先ほどの月間のアンケートと

リンクしている部分になります。本来、

受講前と受講後とを取った方が絶対いい

とは思ったんですけれども、その辺りで

有意差が出るかどうかの懸念もありまし

て、今回は受講後のご意見を伺ってみま

した。 

 （１）「認知症は誰でもなり得ると思い

ますか」については、基本、「思う」「ど
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ちらかというと思う」だけでした。「どち

らかというと思わない」とか「思わない」

はいなかった状況です。 

 （２）「認知症になったら何も分からな

くなると思いますか」につきましては、

やはり認知症月間のときと同じ傾向、そ

れよりも「どちらかというと思わない」

「思わない」という方の方が、区の職員

は月間のアンケートよりはちょっと多か

ったかなと思います。 

 （３）「認知症になったら何もできなく

なると思いますか」についても、できな

くなるとは「思わない」「どちらかという

と思わない」という方が４分の３です。

一般区民の認知症月間の結果よりは少し

多い比率になっているということです。 

 次のページが、認知症の人のイメージ

についてです。（１）－１「足立区では地

域生活の様々な場面において、認知症の

人の意思が尊重されていると思いますか」

というところでは、「思う」「どちらかと

いうと思う」という割合がやはり６、７

割と、３分の２ぐらいという結果になり

ました。これについては、自由記載を取

っております。 

 特徴的なところとしますと、「結構環

境が整っているのではないか」というご

意見がある一方で、「やりたいことがあ

るのかないのかから、聞き出す人やサポ

ートする人がいない」、いろいろな角度

での自由意見を頂いた状況です。 

 （２）「足立区では認知症の人が自分ら

しく暮らせると思いますか」についても、

「思う」「どちらかというと思う」が合わ

せて４分の３、割と高い結果が出ており

ます。これについては自由記載で幾つか

書いてありますが、やはり職員というと

ころもあって、認知症カフェ、居場所の

提供、サポート体制、いろいろな施策を

知っているので割と暮らせるのではない

かと答えていただいた方が多かったかな

という認識です。 

 次のところは質問が長いですけれども、

「認知症月間について知っていますか」

というところを「知っていた」と「知らな

かった」。「知らなかった」に、実は「今

日初めて知った」も入れてもらったとこ

ろ、知らなかった方が非常に多くて、こ

れは職員の方がいろいろ反省すべきとこ

ろがあると考えております。 

 最後の質問になります。「将来ご自身

が認知症の診断を受けたら、周囲の人に

伝えますか」というところでは、「はい」

と答えた方が４分の３です。「いいえ」と

いう方も少数いらっしゃいましたが、「分

からない」というお気持ちでいらっしゃ

る方が４分の１です。 

 職員向けアンケート結果は、以上にな

ります。報告は以上です。よろしくお願

いします。 

○粟田部会長 では、ただいまの説明に

つきまして、ご質問等ございましたらよ

ろしくお願いします。いかがでしょうか。 

○白川委員 日本大学の白川です。ある

程度時間がたつと政策が変わっていった

りといった部分もありますので、どうい

う方が受講されたか分かりませんが、「随

分昔に一回受けたからもういいかな」で

はなくて、何年かしたら「いろいろ変わ

ってきているのでもう一回受けてみては

いかがでしょうか」というような声かけ

もひょっとしたらあってもいいのかなと。 

 実績を増やすとかそういうこととは別

に、実質的な話として、最近もかなり政

策が動いていますので、ちょっとご検討

いただければと思います。 
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○認知症施策推進担当 貴重な意見をあ

りがとうございます。次年度、区職員に

募集を募るときに参考にさせていただき

ます。 

○粟田部会長 そうですね、認知症サポ

ーター養成講座を受けた人は今日本に 

１,２００万人ぐらいとか、すごい数いる

んですよね。２００５年に始まって、そ

こから全部の蓄積ですからね。認知症サ

ポーター、養成講座の在り方や考えが随

分変わってきていますね。１回目から数

を勘定するというのも確かにちょっと大

変な感じですね。ありがとうございます 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 これは、今回は認知症サポーターの拡

大に向けた取組という件名になっている

ので、要するに、この拡大というのは、足

立区の職員にも拡大しようということで

すね。 

○認知症施策推進担当 そのとおりです。 

○粟田部会長 分かりました。とても大

事なことだと思います。 

 いかがでしょうか。よろしいでしょう

か。 

 確かにこのアンケートの結果を見ると、

年代とか性別と一緒に、認知症の方に接

したことがある方、こういう項目ととも

に、先ほどの認知症についての理解とか、

そういったところと一緒に聞くと、いろ

いろな分析ができて大変いいなと思いま

した。 

 少なくともこのサポーター講座を受け

た職員は、足立区民全般のデータよりも

ちょっといい感じだなといったこともよ

く分かりました。大変よろしいかと思い

ます。 

 今日は足立区さんにお願いですが、実

は、こういうことで先ほど国の方で、こ

ういうことをやらないといけないという

ことで、足立区さんが先行的にやってく

れたので、国の研究委員会の方で、足立

区さんの結果をちょっと紹介させていた

だければと思います。これがＫＰＩの資

料になるかどうかは分からないですが、

こんな感じで結果が出ますよということ

だけ少し使わせていただければと思いま

す。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。では、次に進め

たいと思います。 

 次は、４．「その他」ということで、高

齢者虐待防止・認知症高齢者早期発見ネ

ットワークについて、事務局からのご説

明をお願いいたします。 

○認知症施策推進担当 認知症施策推進

担当者から説明させていただきます。説

明の資料は用意していなくて恐縮ですが、

実は高齢者虐待防止ネットワークという

連絡会が以前から足立区にございまして、

所管は医療介護連携課の方になりますけ

れども、そちらで区内の消防、警察、権利

擁護センター、人権の委員をされている

方等々と、高齢者の問題、困難ケースを

対応する高齢援護係というところがあり

まして、そちらでそういうネットワーク

を続けてきましたが、やはり認知症が根

底にあってネグレクトになるとか、ある

いは虐待であるとかというところも認知

症の課題と非常にリンクしている部分も

あるというところを、昨年度から議論し

てきております。 

 今年度、認知症高齢者の早期発見につ

いても、いろいろ東京都の方で取組を示

されているところではあるのですが、そ

こも課題というふうに考えまして、高齢

者虐待防止ネットワーク連絡会のところ
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で、認知症高齢者の方の、早期発見とい

う言葉は今後検討していった方がいいと

は思うのですが、特に徘徊、いわゆる一

人歩きしている高齢の方とか、あと一人

歩きでなくても、認知症があって家族や

地域でうまくなじめずに、残念なことに

虐待になってしまうようなケースへの対

応をネットワークしていくというところ

に、認知症のことも課題として入れてい

ただくということで、このような名称で

認知症施策担当の私もネットワーク連絡

会の方に入らせていただくことになりま

した。以上、口頭の報告です。 

 また、今後情報を、ぜひ、この部会の先

生方にもお伝えすることも出てくると思

いますので、そのときに具体的にご説明

したいと思います。 

○粟田部会長 いかがでしょうか。ご質

問ございませんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

○認知症施策推進担当 追加ですみませ

ん。 

○粟田部会長 どうぞ。 

○認知症施策推進担当 年に２回、この

高齢者虐待防止ネットワーク連絡会があ

りまして、１回目は９月にございまして、

そのときに認知症の課題も入れるという

ことを委員の皆様にご了解は頂いていま

す。あともう一回、２月に実施する予定

ですので、また今後の方向性などを整理

して報告したいと思います。 

○粟田部会長 ありがとうございます。 

 ご質問ございませんでしょうか。コメ

ントでも構いません。 

 私ばかりしゃべってはいけないですが。 

 今、認知症が深く関係しているという

話がありましたが、実は毎年、厚生労働

省で高齢者虐待防止法に基づいて虐待の

実態が報告されています。施設に入所し

ている高齢者虐待判断事例の９２％が認

知症高齢者日常生活自立度２以上です。

それから、在宅で、養護者による虐待判

断事例の７０％以上が認知症高齢者日常

生活自立度２以上なんです。 

 ということは、認知症高齢者が虐待の

標的であるということは明らかなのです

が、実はこの高齢者虐待を取り扱ってい

るところと認知症を取り扱っているとこ

ろが全く別個で、この認知症のことが大

事だと今さら言うのかということがあり

ますが、これは、実は国のレベルでもそ

うであります。 

 ちゃんと報告の資料に出ているにも関

わらず、認知症の領域でこの問題、余り

クローズアップされてこないんですよね。

社会保障審議会でも、少し報告されるぐ

らいで、認知症がいかに重要なことかと

いうことはほとんど言われていないとい

う問題がありますので、ぜひ足立区は、

認知症という観点からの高齢者虐待の問

題を検討していただければなと。 

 それから、実はこのネットワーク関係

ですが、この権利擁護関係のネットワー

クというのは、この高齢者虐待ネットワ

ークのほかにも、例えば消費者地域安全

確保協議会、いわゆる見守りネットワー

クであるとか、権利擁護支援のネットワ

ークであるとか、あるいは防災関係のネ

ットワークなど、ネットワークだらけな

んですよね。 

 ネットワークだらけなんだけど、関係

している人は結構共通しているというこ

とがあります。要するに、福祉領域の問

題を、多様な分野横断的にネットワーク

をつくっていこうという考え方で、特に

権利を守るという感じでつくられている



19 

 

ネットワークでありますので、ぜひそう

いう重層的ネットワークがあちこちでバ

ラバラにつくられるのではなくて、一緒

につくり上げていくということをやって

いただければなと思います。 

○認知症施策推進担当 よろしいでしょ

うか。認知症が高齢者虐待のネットワー

クに加わったということばかり申し上げ

たんですが、実は同時に、消費者安全確

保地域協議会も一緒にこの高齢者虐待の

ネットワークでやっていきましょうとい

うことで、消費者センターの担当者も一

緒に入る形になりました。報告でござい

ます。 

○粟田部会長 そうですね。ありがとう

ございます。 

 複雑で本当に大変だと思いますが、よ

ろしくお願いします。 

 ほかには何かございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。では、「その他」

の２、今後の認知症施策推進部会の日程

について、また事務局から説明をお願い

します。 

○認知症施策推進担当 事務局から報告

いたします。第３回の認知症施策推進部

会は令和８年１月２３日金曜日の午後２

時から予定しております。また皆様に通

知でご連絡させていただきますのでよろ

しくお願いいたします。 

○粟田部会長 ありがとうございました。 

 本日の議事はこれで全部ですが、少し

時間がありますので、まだ今日ご発言い

ただいてない委員と、認知症地域支援推

進員の方にご発言いただこうと思います。

まず、大竹委員、ご発言いただければと

思います。 

○大竹委員 オレンジチームのことです

が、組織ができているところはいいと思

うのですが、組織ができていないところ

でつくるということも必要だろうと思い

ます。例えば、個人のボランティアを集

めるとか、そういうことができるのかと

か。 

 １１月にボランティアセンターで「認

知症の知識と正しい接し方」という講習

があるんですね。これは、登録ボランテ

ィアに対しての研修のような形です。例

えばそこでグループができればいいのか

なと。ただ、グループをつくるときに、地

域の包括支援センターがかなり関わって

いかないと、そういう個別の個人を集め

ていくのはなかなか難しいと思います。 

 それと、地域の「絆のあんしん協力員」

はやはり包括で持っていて、そういう人

たちをまたグループ化するとか、そうい

うことも必要なのかなという気がしまし

た。以上でございます。 

○粟田部会長 では、鈴木委員、お願い

いたします。 

○鈴木委員 足立区介護老人保健施設事

務長会の鈴木と申します。よろしくお願

いします。 

 私たち介護老人保健施設の多くは、何

らかの形で地域貢献をしていきたいと

常々希望しております。その中で、現在

も高齢者の交流の場を提供したり、夏な

どはどこの施設も行っていたのですが、

施設職員が町会の盆踊り大会に参加した

り、そういった形で協力させていただい

ているのが現状です。 

 先ほどお話に上がりましたチームオレ

ンジの活動についてですが、これについ

ても私たちができることがあると思いま

す。例えば、認知症カフェや通いの場な

ど、施設内のスペースをお貸しすること

ができると思いますし、それと、各施設
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にせっかくつくっていただいた手引きや

冊子などを、来客の方に向けて置くこと

も可能だと思います。 

 ぜひとも、今後の活動において協力さ

せていただきたいと考えておりますので、

お話を伺いながら進めていきたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

○粟田部会長 ありがとうございます。 

○塩谷委員 足立区介護サービス事業者

連絡協議会、塩谷が発言させていただき

ます。 

 まずは、今回の条例案の作成に携わら

れた行政の皆様、本当にお疲れさまでし

た。 

 拝見して、条例に掲げられたような認

知症の人との共生というところを基に、

理想的な社会・地域づくりというところ

にこれからも寄与していければと思った

ところです。 

 また、認知症になったり、直接認知症

の方を介護する立場になって初めて得る

経験とか体験とか、そういったものが、

割と活動的なものというか、先ほどの認

知症ご本人のアンケートにも出ていまし

たが、初めて経験したもの、楽しみみた

いなものがあると喪失感の緩和につなが

ったり、自分らしく生きていけるという

か、生活していけるというものにつなが

るのかなと思ったところです。 

 あとは足立区職員向けのアンケートの

中で、８番に出ていますが、「将来ご自身

が認知症の診断を受けたら、周囲の人に

伝えますか」というところが、「はい」と

答えた方が７４％いらっしゃるというこ

と、自分はどうなんだろうなとかと思っ

たのですが。この新しい認知症観にもあ

る、認知症でも自分は自分、自然体でオ

ープンにというような、認知症を自分が

患っても、なるべく周囲の人に伝えてい

くというところが、周囲の理解を得ると

いうところにおいても大変重要で、特に

仕事をしているうちに、現役のうちに認

知症を、ある日、あるいは徐々に患って

いったときに、やはり周囲のサポートを

得るのは自分発信でないと、それを周り

の人間が「あの方は今認知症なんだよ」

というのを言うこともなかなか難しいで

あろうと思うので、なるべくこれをオー

プンにしていくというような、そういっ

た啓発みたいなものが必要なのかなと感

じました。以上です。 

○粟田部会長 ありがとうございます。 

 この後、認知症地域支援推進員の方に

ご発言いただこうと思うのですが、実は、

今般の認知症施策推進基本計画の中で、

認知症地域支援推進員の役割をしっかり

と明確化して、機能を強化していこうと

いうことが挙げられております。 

 というのも、認知症地域支援推進員は

全国に８,５００人くらいいるのです。と

ころが、認知症地域支援推進員のアンケ

ート調査をすると、「何をしていいか分

からない」というのが圧倒的に多いんで

すね。 

 足立区はそうでもないのですが、要す

るに区市町村からは、何をやれとも言わ

れてないみたいな、そういう認知症地域

支援推進員もたくさんいて。ただ国から

言われているから指名されたみたいな認

知症地域支援推進員もたくさんいるとい

うことで、そんなことではいかんだろう

ということで、せっかく基本法ができた

ので、共生社会の実現を推進する担い手

として、特に認知症のご本人、あるいは

ご家族の相談支援、個別支援から、地域

づくりのところをつなげていくような、
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そのような役割を担っていただきたいと。 

 あるいは、これがさらに認知症施策に

つながっていくということで、こういう

ところをちゃんとリンクさせていくよう

な役割を果たしてもらいたいというよう

なことで、認知症施策推進基本計画に書

いてあります。それから、昨年との、推移

ですね。手引きが出て、そういう趣旨で

つくられております。 

 ということで、実は認知症地域支援推

進員の方が現場で、その地域の中で、認

知症のご本人・ご家族と接しながら、い

ろいろなことを知っていて、それが地域

づくり・施策に反映されていないという

ことがございます。今日はせっかく来て

いただいたので、普段の経験から思って

いることを思う存分言っていただくとよ

ろしいかと思います。自己紹介をしてい

ただきながら、ご発言いただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○脇本推進員 包括支援センター保木間

の脇本と申します。いつもありがとうご

ざいます。 

 ご相談にいらっしゃる方は、認知症に

なって家族の方が困って、特にお子さん

と２人暮らしのところでお母さんが認知

症になってしまったという方が、どうし

たらいいかということで悩んでいらっし

ゃるという方が半数以上で、今は介護保

険があるとかそういうお話をするんです

けども。 

 あと来られる方はいいのですが、来ら

れない方に対しては、今の議題にもあり

ましたけど、サポーター養成講座の拡大

というところのお話を頂いて、私もお店

とかで養成講座ができないかと何店か当

たらせていただいています。 

 今週某コーヒーショップの店長さんと

お話をした中で、お店側も、ただコーヒ

ーとかを売るだけではなく、価値のある

仕事にしていきなさいということをお店

自体というか、上からそういうふうに言

われているんですというお話があって。

そういう金銭的なもの以外の価値という

のが一般的な企業にも浸透してきている

のかなということを思ったので、認知症

サポーター養成講座、実現とかまだ話は

そこまで行っていないんですけど、そう

いうほかの業種というか、ほかの業界の

方にも知っていただくといろいろなアイ

デアがあったり、いろいろな価値観とい

ろいろな目線でまた認知症の施策である

とかそういうことが実現しやすいのかな

と思うので、近いところとそういう全く

違う業界に今、私もお話しできているの

で、そういう活動を続けながら地道に成

果というか、効果が上がるといいなと思

って日々やっております。 

○粟田部会長 ありがとうございます。

続いてよろしくお願いします。 

○長瀬推進員 発言の機会を頂いてあり

がとうございます。認知症地域支援推進

員をしております、地域包括支援センタ

ー中川の長瀬と申します。よろしくお願

いします。 

 推進員は、足立区の場合は５ブロック

に１人ずつということで５名、今日は 

１人欠席で４名ですが、５名置いていた

だいています。定例会で区の担当者の方

とお話しできる機会を設けていただいて

いるので、先ほど先生がおっしゃったよ

うに、何をすればいいか分からないとい

うところはまずないので、恵まれている

ところかなと思います。 

 それぞれ普段は地域包括支援センター

に属していますので、推進員として新し



22 

 

い認知症観をきちんと理解して正しく周

知していくという役割を頂いているとは

思うのですが、包括支援センターという

ところは、一方で事例が非常に困難にな

ってから、多問題になった状態でつなが

る場所でもあるので、包括職員１人１人

が新しい認知症観をきちんと理解してい

るかと言われると、どうしても古い認知

症観にとらわれがちと言いますか、弱い

ところをアセスメントしがちで、どこが

問題なんだろう、どこができないんだろ

うというようなところにアセスメントし

がちで、私自身も基本資格が看護師であ

ることもあり、どうしても問題を探そう

となってしまうので、そこは普段意識し

ながら気をつけてやっているところです。 

 冒頭に地域ケア会議のテーマに認知症

を取り上げているところが多いというよ

うなお話をしていただいたかと思います。

やはり足立区もそういう傾向があり、推

進員も地域ケア会議に呼んでいただいた

り、地域の方との、ほかのボランティア

さんとの会議もあるんですが、そういっ

たところでも認知症をテーマに取り上げ、

推進員を呼んでいただける場が増えてき

たなというような実感があるので、そう

いう機会も非常に大事にしていきたいな

と思っています。 

 トピックスとして、地域包括活動支援

センター「中川」では、最近元プロジャズ

ピアニストの認知症の方と実態把握訪問

を通じてつながることができまして、そ

の方が活躍できる場を確保していくとい

ったような地域ケア会議もやらせていた

だいたのですが。その人に演奏してほし

いという場所はたくさんあるのですが、

そこにご本人が行くまでに、どうやって

１人で行けるかというとなかなか１人だ

と難しい。 

 スケジュールも、やりたい気持ちはあ

るんだけど、いつ、何時に、どこでという

のを管理するのが難しいというようなと

ころがあり、そこをどういうふうに地域

でサポートしていくかという。まだ完全

に解決というわけではないのですが、地

域のボランティアさんと今つながりが持

て始めているところなので、私も推進員

として少し関わらせていただきたいなと

は思っているところです。 

 また、好事例というか、ほかの認知症

の方のよいお手本になるようなものにな

るといいなと思っています。 

○粟田部会長 ありがとうございます。 

○菅原推進員 千住ブロックで支援専門

員をやらせていただいています菅原と申

します。よろしくお願いします。 

 私は７月から推進員になりまして、な

かなか事例の数は少ないのですが、千住

地域では、最近やっと小学校に認サポが

増えてきたりとか、あと、就労支援を行

っているところで、就労支援を望む高次

機能障害だったりとか、なかなか就職に

つながらなかった方たちが、デイサービ

スの就労支援で見学というか、仕事をさ

せていただくという機会があったときに、

じゃあ、何の勉強を事前にできるかとい

うご相談をもらって、認知症サポーター

養成講座を受け入れていただいたという

経緯があります。 

 そちらにお勉強させていただくには、

こちらも認知症のことを勉強しなければ

いけないというふうな思いをベースに持

っていただいているというところは、認

知症についての理解をしたいというとこ

ろが少し普及はしているのかなと思いま

した。 
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 その方たちは、高次機能障害とかで 

５０代だったり、あと就職とかうまくつ

ながらなかった１０代だったり２０代だ

ったり、年齢の幅は広いのですが、若い

世代に入る方たちと思っていますので、

伝え方を工夫してうまく伝えられるよう

にしていきたいなと思っています。 

○粟田部会長 ありがとうございます。 

○野呂推進員 私も認知症地域支援推進

員で、足立区の中部ブロック、足立区の

中心部を担当しています野呂と申します。

今日は発言の機会を頂きまして、ありが

とうございます。 

 私も推進員になりまして２年ぐらい、

２年たってないですけれども、やはり「推

進員って何しているの」というのは、１

包括職員ではありながらも、推進員の方

の動きというのは、推進員になる前はな

かなか見えなかった部分というのが正直

な感想としてはありました。 

 実際推進員になってみると、とてもい

ろいろなことをやっているというのがよ

うやく分かってきたということで。ただ、

認知症地域支援推進員として認知症サポ

ーター養成講座を開催しているだけでは

なくて、いかにこういった推進員の取組

や、行政でやっている認知症施策を国民

の方々や関係機関に広めていくかという

ところの、影の仕事を結構いろいろやっ

ているんだなと感じながら仕事をしてい

るところです。 

 そういった意味でも、足立区は包括が

２５か所あり、その中で認知症サポータ

ー養成講座を各包括で年間３回以上やっ

ているのですが、さっき長瀬さんからも

お話がありましたが、そういった古い認

知症観の意識が強い職員もいるというよ

うなところでは、いかにこの新しい認知

症観を正しく受講された方に伝えていく

のかというところは、包括によって、テ

キストはありますけれどもお話しする部

分が全然違ったりとか、それまでやって

きた内容を踏襲して話しするというとこ

ろで、多分、各包括によってサポーター

養成講座の内容もそれぞれ違ってやって

いるとなると、果たしてそれが区民に認

知症サポーター養成講座をする上で正し

い知識や情報を、きちんと伝えたいとこ

ろが伝わっているのかというところが課

題に出てくるのではないかと感じている

ところもあります。 

 というところでは、その行政と推進員

の中で、どういったところをきちんと伝

えていくべきかを精査した上での認知症

サポーター養成講座をやっていくことが

今後必要になっていくかなと感じたとこ

ろでもあります。 

 我々の仕事の内容としては、正しい情

報、正しい知識をきちんと伝えていくと

ころになりますので、そういったところ

を今後行政、足立区と考えていきながら

仕事ができればなと思います。こういっ

た部会の中でいろいろなご意見を伺いな

がら感じたところでもあります。 

 長くなりました。ありがとうございま

す。 

○粟田部会長 やはり現場の声は大きい

ですね。 

 それでは、大体時間だと思います。最

後に、どうしても発言しておかなければ

いけないことがございましたら、ご意見

いただければと思います。いかがでしょ

うか。 

 よろしいでしょうか。 

 では１点だけ追加します。 

 古い認知症観であれなんですけれども、
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私も医療者ですが、厳しい人ばかり診て

いるので、やはり安全確保がどうしても

優先されることが非常に多いのです。 

 今回の基本法は、人権ベースのアプロ

ーチをちゃんと入れようと考えたのです

が、下に日本国憲法第１３条の幸福追求

権、自分がやりたい自由な選択というこ

とを尊重していて、もう一つ、２５条は

生存権でありまして、ちゃんと安全を確

保するというのが国家の責務であるとい

う、そういう考え方であります。 

 ただ、両方とも基本的人権で、どっち

が正しいというわけではなく、これが、

尊厳を持って生きるという諸条件の１つ

１つでありますので、そういうことを１

人１人の事例において考えながら、自分

の行動を決めていくというのが我々の仕

事であって、そういったことをやってい

きましょうというのが今回の法律の趣旨

でありますので、常に悩みながら、仕事

をしていくということで、やっていけれ

ばなと思います。 

 ということで、今日は大変いい話を皆

さんから聞かせていただき、ありがとう

ございました。 

 では、これをもって、私の司会進行は

終わらせていただき、事務局の方に司会

をバトンタッチしたいと思います。 

○事務局 粟田部会長、ありがとうござ

いました。委員の皆様、地域支援推進員

の皆様におかれましても、活発なご意見・

ご質問を頂きましてありがとうございま

す。 

 最後に、事務連絡がございます。 

 委員の皆様で、本日お車で来られた方

につきましては駐車券をお渡ししますの

で、お帰りの際に事務局までお申しつけ

ください。 

 それでは、これにて、令和７年度足立

区地域包括ケアシステム推進会議第２回

認知症施策推進部会を終了といたします。 

 本日はありがとうございました。 

 


